
【軽自動車税（種別割）の税負担の図例（四輪乗用自家用車の例）】

○平成２３年３月に新車で新規取得した車両を所有している場合

・平成２３年度～令和５年度課税　 　　　７，２００円（旧税率）
・令和６年度課税～ 　　　　　　　　　　　１２，９００円（重課税率）

H23.3月　新車取得

○令和５年５月に新車（四輪乗用自家用車の電気自動車）に買換えた場合
（平成27年3月31日以前に取得した初度検査から13年経過していない四輪乗用自家用車から買換えた場合）

・令和５年度課税　　　　　　　　　　　　　　７，２００円（旧税率）
・令和６年度課税　　 　　　　 　　　　　　　２，７００円（75％軽課税率）
・令和７年度課税～ 　　　　　　　　　　　１０，８００円（現行税率）
※電気自動車は、初度検査から１３年が経過しても重課税率の適用はありません。

R5.5月　新車に買換え

○令和５年５月に中古車に買換えた場合（平成27年3月31日以前に取得した初度検査から13年経過していない

四輪乗用自家用車から買換えた場合）

①買換えた中古車（四輪乗用自家用車）の車検証の初度検査年月が『平成２７年３月』の場合

・令和５年度～令和９年度課税   　 　 　７，２００円（旧税率）
・令和１０年度課税～ 　  　　　　　　　　１２，９００円（重課税率）

R5.5月　中古車に買換え

②買換えた中古車（四輪乗用自家用車）の車検証の初度検査年月が『平成２７年４月』の場合

・令和５年度課税　　　 　　　　　　　　 　　７，２００円（旧税率）
・令和６年度～令和１０年度課税　　 　１０，８００円（現行税率）
・令和１１年度課税～　 　　　　　　　　　１２，９００円（重課税率）

R5.5月　中古車に買換え

・・・R11 R12 R13

R16 ・・・

7,200円

10,800円

12,900円

R10 R11 R12 R13 R14 R15R4 R5 R6 R7 R8

R10・・・ R3

税率
（年税額）

年度 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

12,900円

7,200円

R4 R5 R6 R7 R14 R15

R6 R7 ～ R18 R19

1 2 ～ 13 14

R16

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 R2 R3

税率
（年税額）

・・・

経過年 10 11

・・・ R5

12 13 14 ・・・

年度 ・・・ R3

税率
（年税額）

年度

税率
（年税額）

7,200円

R8 R9

R9

経過年 10 11

・・・経過年

12,900円

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

7,200円

2,700円

10,800円

1 2 3 4 5 6 7 8 9

・・・

年度

R4 R5 R6Ｈ28

17 18 19 20 ・・・12 13 14 15 16

18 19 ・・・13 14 15 16 17経過年 9 10 11 12


